
北
方
地
域
旧
漁
業
権
者
等
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平

成

十

八

年

十

二

月

十

三

日

参
議
院
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会

政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
独
立
行
政
法
人
北
方
領
土
問
題
対
策
協
会
が
行
う
融
資
業
務
に
つ
い
て
、
業
務
の
効
率
性
、
透
明
性
、
公
平
性
等
に
十
分

な
配
慮
を
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

二
、
第
百
六
十
四
回
国
会
に
お
い
て
成
立
し
た
行
政
改
革
推
進
法
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
独
立
行
政
法
人
北
方
領
土
問
題
対
策
協

会
の
組
織
等
の
見
直
し
を
適
切
に
行
う
こ
と
。

三
、
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
北
方
領
土
の
早
期
返
還
実
現
の
た
め
体
制
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
よ
り
一
層
返
還
要
求
運

動
の
推
進
を
行
う
こ
と
。

四
、
北
方
領
土
隣
接
地
域
の
活
性
化
の
た
め
、
振
興
対
策
の
拡
充
強
化
を
図
る
こ
と
。

五
、
北
方
四
島
周
辺
水
域
に
お
い
て
日
本
漁
船
が
銃
撃
・
だ
捕
さ
れ
た
こ
と
に
か
ん
が
み
、
政
府
は
そ
の
再
発
防
止
と
同
水
域

の
安
全
操
業
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。

六
、
北
方
四
島
交
流
事
業
等
に
係
る
使
用
船
舶
の
新
造
に
早
急
に
着
手
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


